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第
百
四
十
七
条
か
ら
第
百
五
十
七
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
裁
判
上
の
請
求
等
に
よ
る
時
効
の
完
成
猶
予
及
び
更
新
）

第
百
四
十
七
条

次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
由
が
終
了
す
る
（
確
定
判
決
又
は
確
定
判
決
と
同
一

の
効
力
を
有
す
る
も
の
に
よ
っ
て
権
利
が
確
定
す
る
こ
と
な
く
そ
の
事
由
が
終
了
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
終

了
の
時
か
ら
六
箇
月
を
経
過
す
る
）
ま
で
の
間
は
、
時
効
は
、
完
成
し
な
い
。

一

裁
判
上
の
請
求

二

支
払
督
促

三

民
事
訴
訟
法
第
二
百
七
十
五
条
第
一
項
の
和
解
又
は
民
事
調
停
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
二
号
）

若
し
く
は
家
事
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
二
号
）
に
よ
る
調
停

四

破
産
手
続
参
加
、
再
生
手
続
参
加
又
は
更
生
手
続
参
加

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
確
定
判
決
又
は
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
に
よ
っ
て
権
利
が
確
定
し
た

と
き
は
、
時
効
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
終
了
し
た
時
か
ら
新
た
に
そ
の
進
行
を
始
め
る
。

（
強
制
執
行
等
に
よ
る
時
効
の
完
成
猶
予
及
び
更
新
）

第
百
四
十
八
条

次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
由
が
終
了
す
る
（
申
立
て
の
取
下
げ
又
は
法
律
の
規

定
に
従
わ
な
い
こ
と
に
よ
る
取
消
し
に
よ
っ
て
そ
の
事
由
が
終
了
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
終
了
の
時
か
ら
六

箇
月
を
経
過
す
る
）
ま
で
の
間
は
、
時
効
は
、
完
成
し
な
い
。

一

強
制
執
行

二

担
保
権
の
実
行

三

民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
第
百
九
十
五
条
に
規
定
す
る
担
保
権
の
実
行
と
し
て
の
競
売
の

例
に
よ
る
競
売

四

民
事
執
行
法
第
百
九
十
六
条
に
規
定
す
る
財
産
開
示
手
続

２

前
項
の
場
合
に
は
、
時
効
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
終
了
し
た
時
か
ら
新
た
に
そ
の
進
行
を
始
め
る
。
た

だ
し
、
申
立
て
の
取
下
げ
又
は
法
律
の
規
定
に
従
わ
な
い
こ
と
に
よ
る
取
消
し
に
よ
っ
て
そ
の
事
由
が
終
了
し
た
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
承
認
に
よ
る
時
効
の
更
新
）

第
百
五
十
二
条

時
効
は
、
権
利
の
承
認
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
時
か
ら
新
た
に
そ
の
進
行
を
始
め
る
。

２

前
項
の
承
認
を
す
る
に
は
、
相
手
方
の
権
利
に
つ
い
て
の
処
分
に
つ
き
行
為
能
力
の
制
限
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

又
は
権
限
が
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
時
効
の
完
成
猶
予
又
は
更
新
の
効
力
が
及
ぶ
者
の
範
囲
）

第
百
五
十
三
条

第
百
四
十
七
条
又
は
第
百
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
時
効
の
完
成
猶
予
又
は
更
新
は
、
完
成
猶
予
又

は
更
新
の
事
由
が
生
じ
た
当
事
者
及
び
そ
の
承
継
人
の
間
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２

第
百
四
十
九
条
か
ら
第
百
五
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
時
効
の
完
成
猶
予
は
、
完
成
猶
予
の
事
由
が
生
じ
た
当

事
者
及
び
そ
の
承
継
人
の
間
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３

前
条
の
規
定
に
よ
る
時
効
の
更
新
は
、
更
新
の
事
由
が
生
じ
た
当
事
者
及
び
そ
の
承
継
人
の
間
に
お
い
て
の
み
、

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

第
百
五
十
四
条

第
百
四
十
八
条
第
一
項
各
号
又
は
第
百
四
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
係
る
手
続
は
、
時
効
の
利

益
を
受
け
る
者
に
対
し
て
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
通
知
を
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
第
百
四
十
八
条
又
は
第
百
四

十
九
条
の
規
定
に
よ
る
時
効
の
完
成
猶
予
又
は
更
新
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

第
百
五
十
五
条
か
ら
第
百
五
十
七
条
ま
で

削
除

第
百
五
十
八
条
の
見
出
し
、
第
百
五
十
九
条
の
見
出
し
及
び
第
百
六
十
条
の
見
出
し
中
「
停
止
」
を
「
完
成
猶
予
」

に
改
め
る
。

第
百
六
十
一
条
の
見
出
し
中
「
停
止
」
を
「
完
成
猶
予
」
に
改
め
、
同
条
中
「
時
効
を
中
断
す
る
」
を
「
第
百
四
十

七
条
第
一
項
各
号
又
は
第
百
四
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
係
る
手
続
を
行
う
」
に
、「
二
週
間
」
を
「
三
箇

月
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
六
条
の
見
出
し
を「（
債
権
等
の
消
滅
時
効
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

債
権
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。

一

債
権
者
が
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
知
っ
た
時
か
ら
五
年
間
行
使
し
な
い
と
き
。

二

権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
十
年
間
行
使
し
な
い
と
き
。

第
百
六
十
六
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
中
断
す
る
」
を
「
更
新
す
る
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

債
権
又
は
所
有
権
以
外
の
財
産
権
は
、権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
二
十
年
間
行
使
し
な
い
と
き
は
、

時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。

第
百
六
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
人
の
生
命
又
は
身
体
の
侵
害
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
）

第
百
六
十
七
条

人
の
生
命
又
は
身
体
の
侵
害
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
十
年
間
」
と
あ
る
の
は
、「
二
十
年
間
」
と
す
る
。

第
百
六
十
八
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

定
期
金
の
債
権
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。

一

債
権
者
が
定
期
金
の
債
権
か
ら
生
ず
る
金
銭
そ
の
他
の
物
の
給
付
を
目
的
と
す
る
各
債
権
を
行
使
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
を
知
っ
た
時
か
ら
十
年
間
行
使
し
な
い
と
き
。

二

前
号
に
規
定
す
る
各
債
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
二
十
年
間
行
使
し
な
い
と
き
。

第
百
六
十
八
条
第
二
項
中
「
中
断
」
を
「
更
新
」
に
改
め
る
。

（
仮
差
押
え
等
に
よ
る
時
効
の
完
成
猶
予
）

第
百
四
十
九
条

次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
由
が
終
了
し
た
時
か
ら
六
箇
月
を
経
過
す
る
ま
で
の

間
は
、
時
効
は
、
完
成
し
な
い
。

一

仮
差
押
え

二

仮
処
分

（
催
告
に
よ
る
時
効
の
完
成
猶
予
）

第
百
五
十
条

催
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
時
か
ら
六
箇
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
時
効
は
、
完
成
し
な
い
。

２

催
告
に
よ
っ
て
時
効
の
完
成
が
猶
予
さ
れ
て
い
る
間
に
さ
れ
た
再
度
の
催
告
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
時
効
の
完

成
猶
予
の
効
力
を
有
し
な
い
。

（
協
議
を
行
う
旨
の
合
意
に
よ
る
時
効
の
完
成
猶
予
）

第
百
五
十
一
条

権
利
に
つ
い
て
の
協
議
を
行
う
旨
の
合
意
が
書
面
で
さ
れ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
時
の
い
ず
れ
か

早
い
時
ま
で
の
間
は
、
時
効
は
、
完
成
し
な
い
。

一

そ
の
合
意
が
あ
っ
た
時
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
時

二

そ
の
合
意
に
お
い
て
当
事
者
が
協
議
を
行
う
期
間
（
一
年
に
満
た
な
い
も
の
に
限
る
。）を
定
め
た
と
き
は
、
そ

の
期
間
を
経
過
し
た
時

三

当
事
者
の
一
方
か
ら
相
手
方
に
対
し
て
協
議
の
続
行
を
拒
絶
す
る
旨
の
通
知
が
書
面
で
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の

通
知
の
時
か
ら
六
箇
月
を
経
過
し
た
時

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
時
効
の
完
成
が
猶
予
さ
れ
て
い
る
間
に
さ
れ
た
再
度
の
同
項
の
合
意
は
、
同
項
の
規
定
に
よ

る
時
効
の
完
成
猶
予
の
効
力
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
効
力
は
、
時
効
の
完
成
が
猶
予
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば

時
効
が
完
成
す
べ
き
時
か
ら
通
じ
て
五
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

催
告
に
よ
っ
て
時
効
の
完
成
が
猶
予
さ
れ
て
い
る
間
に
さ
れ
た
第
一
項
の
合
意
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
時
効
の

完
成
猶
予
の
効
力
を
有
し
な
い
。
同
項
の
規
定
に
よ
り
時
効
の
完
成
が
猶
予
さ
れ
て
い
る
間
に
さ
れ
た
催
告
に
つ
い

て
も
、
同
様
と
す
る
。

４

第
一
項
の
合
意
が
そ
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
よ
っ
て
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
合
意
は
、
書
面
に
よ
っ
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な

し
て
、
前
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

５

前
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
三
号
の
通
知
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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